
レース公示で 変更、有効となる規則 
  

 

IRC規則11の“クラス規則の変更”出来るもの 

11 CHANGE TO CLASS RULES （クラス規則の変更） 

11.1 帆走指示書は、IRCルールの8.4.2、14.1、15.1、9.6、21.1.5(d)と(e)、21.8.4、22.4の要件を変更す

ることが出来る。他の IRC ルールは修正することはできない。 

 

  又、レース公示に記載することで 有効となる規則 

      ２１．６.２（ｂ）、22.1.2 

 

 クラス規則の変更を行う場合 RRS 規則 87 に従い JSAF IRC 委員会の書面による許可が必要

となります。 

 

規則一覧 

8.4.2  Non spinnaker TCC はレース公示において non spinnaker の部門またはそのクラスがあると記載さ

れているレースにのみ有効である。 Non spinnaker による TCC を使うクラスに出場しようとする艇

は、少なくともそのレースの７日前、シリーズ・レースの場合は第１レースの７日前までに申告しな

ければならず、また申告後には、そのレースでスピネーカーを使用することはできない。 

 

14.1  全ての艇は、ナショナル・オーソリティ(NA)によって定められたセイルナンバーを保有しなければなら

ない。セイルナンバーは RRS77「セール上の識別」に従って表示されなければならない。この規則は

レース公示によって修正する事が出来る。 

 

15.1  RRS52「人力」は適用されない。この規則はレース公示によって修正することが出来る。 

 

9.6   TCC が見直され、以前より0.005 未満の範囲で大きくなった場合、レーティング･オーソリティに見直

し要求の申し立てを行った日付まで、そのレーティング証書は有効とするが、もし規則 9.6 が適用さ

れる場合は、変更が行なわれた日付までとする。 この規則は、0.005 の制限を減らす方向でのみ、

レース公示で変更が可能である。 

 

21.1.5（d） レガッタの期間中、レイデイを含み、搭載したセールは同一のものでなければならない。そし

て、全てのレースで搭載すること。 この規則は、レース公示で変更できる。 

 

21.1.5（e）スペアのメインセールは搭載（On board）してもよいが、レース中およびレイデイを含むレガッタ

期間中に、レース用の代替えとして使用してはならない。この規則は レース公示で変更でき

る。 

 

21.1.5 （f）  例外的に、重大な損傷を受けたり、損失したりした場合、セールは同様のセールに交換するこ
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とができる。 レース公示により、セールの交換の許可を事前にレース委員会から得ることを要

求することができる。 この規則はレース公示で変更できる。 

21.6.2 (b) ルール・オーソリティは管轄するレースが ISAF スペシャルレギュレーションカテゴリー3 もしく

はそれ以上で行われるレースについて、参加艇はその IRC 証書に記載されているスピネーカ

ー数よりも更に一つの追加スピネーカーを、レイテッドＳＰＡを超えない面積であることを条件

として、レーティング値の増加なしに積むことができる旨の規定を定めることができる。そのよ

うな規定は、レース公示に記載しなければならない。 

 

21.8.4 他のどのようなヘッドセイルを搭載してもよい。この規則はレース公示で変更できる。 

 

22.1.2  オフショアスペシャルレギュレーションのカテゴリー4（もしくはローカルの同等レベル）で開催される

レースの場合、レース公示により、バースクッション搭載でレーティングを受けたボートでもそのバ

ースクッションを降ろすことを認めてもよい。 そのための補正ウェイトを積む必要はない。 

 

22.4   Crew Number/Weigh （クルーナンバー／重量） 

22.4.1 IRC のもとでは、ショートハンド証書(規則 8.2 参照)、ワンデザイン・クラスおよびENDORSED

証書（規則 8.4 参照）を保有することが要求されるレース以外、クルーの人数や体重の制限

はない。規則 3.4 に注意。 

22.4.2  証書に記載されたとおり、ワンデザイン・クラスとしての証書を持つ艇は、クルー数／重量に

関してのワンデザイン・クラス規則に従わなければならない。 ただしレース公示によってこ

の要求が解除された場合を除く。規則 13.7 も参照。 

22.4.3  ENDORSED 証書を保有することが要求されるレースにおいては、それぞれの艇の証書に

記されているクルーの人数を超過してはならない。 

22.4.4  その他の全ての場合において、各艇の証書に記されているクルーの人数は単なる情報で

あり、TCC に影響はない、レース公示によって示されない限り、IRC 規則における関連性は

ない。 クルーの人数は、レース公示によって修正することが出来る。 

22.4.5  レースコミッティは、レース公示に、クルーの制限を人数または体重によって示すことが出

来る。 

22.4.6  規則 22.4 は レース公示で変更出来る。 

 

 


